

居宅等における障害福祉サービス（入所・通所）利用承諾書

　私（給付決定障害者等）は，新型コロナウイルスのまん延防止に関し，居宅等における障害福祉サービスの提供を受けること及び介護給付費・訓練等給付費の請求を受けることについて事業所から説明を受け，同意したうえで，サービスを利用することに承諾します。


令和　　年　　月　　日


[bookmark: _GoBack]給付決定障害者等氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　



事業所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　事業所説明者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印




（留意事項）
・対象となる方は，事業所での通常のサービス利用が困難であって，居宅等における障害福祉サービスがやむを得ないと南国市が認めた方です。
・居宅等における障害福祉サービスの提供にあたっては，事業所より健康管理や相談その他必要な援助を実施します。
・通常のサービス利用と同様に介護給付費・訓練等給付費が生じますので，受給者証に記載の利用者負担上限月額内で利用料の請求を行います。
・提供期間については，新型コロナウイルスの動向を踏まえ給付決定障害者等，事業所，南国市で検討したうえで居宅等における障害福祉サービスの開始日及び終了日を決めることとします。

（対象サービス）
生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援
　施設入所支援・共同生活援助

